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現行

【食事療養及び生活療養の費用額算定表】

第１ 食事療養
２ 入院時食事療養（Ⅱ）
（１食につき）

（１） （２）以外の食事療養を行う場合 ５０６円
（２） 流動食のみを提供する場合 ４５５円

改定後

【食事療養及び生活療養の費用額算定表】

第１ 食事療養
２ 入院時食事療養（Ⅱ）
（１食につき）

（１） （２）以外の食事療養を行う場合 ５０６円
（２） 流動食のみを提供する場合 ４６０円

入院時食事療養費（Ⅱ）の見直し

入院時食事療養費（Ⅱ）のうち 455 円となっているものについては、平成30 年４月以降の入院
時食事療養に係る自己負担の増額（460 円）に伴い、自己負担額が費用の額を超えることとな
るため、460 円に見直す。

平成30年度診療報酬改定 Ⅳ－５．医薬品、医療機器、検査等の適正な評価②


